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オ
フ
ラ
イ
ン
で
見
ら
れ
ま
す
。
一
緒
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
新
着
情
報
も

受
信
で
き
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
情
報
を
ま
と
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
広
告
が
表
示
さ
れ
ま
す
が
、
市
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

▼
設
定
方
法　

下
の
コ
ー
ド
（
Ａ
ｎ
ｄ
ｏ
ｒ
ｏ
ｉ
ｄ
版
・
ｉ
Ｏ
Ｓ
版
共

通
）か
ら
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
ス
ト
ー
ル
後
「
メ
ニ
ュ
ー
」
↓
「
個
人
設
定
」

で
性
別
や
地
域
な
ど
を
設
定
し
て
く
だ
さ
い

 

（
広
報
広
聴
課
）

災
害
に
備
え
て
家
具
や
家
電
の
固
定
を
し
ま
し
ょ
う

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
う
ち
約
８
割
の
人
が
、

圧
死
・
窒
息
死
で
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
人
が
家
具
な
ど
の
転
倒
・
落
下
、

ガ
ラ
ス
の
破
片
で
け
が
を
し
て
い
ま
す
。
日
頃
か
ら
、
次
の
対
策
を
行
っ

て
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
災
害
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

　

①
金
具
や
ツ
ッ
パ
リ
ポ
ー
ル
で
家
具
を
固
定
す
る
、
②
上
下
２
段
に
分

か
れ
て
い
る
家
具
は
連
結
す
る
、
③
キ
ャ
ス
タ
ー
は
固
定
す
る
、
④
つ
り

下
げ
照
明
は
揺
れ
な
い
よ
う
に
ワ
イ
ヤ
ー
な
ど
で
固
定
す
る
、
⑤
揺
れ
で

扉
が
開
か
な
い
よ
う
に
金
具
で
留
め
る

　

外
出
先
で
地
震
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
ず
は
自
分
の
身
の
安
全
を

確
保
し
ま
し
ょ
う
。
交
通
機
関
が
マ
ヒ

し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
む
や

み
に
帰
宅
し
よ
う
と
せ
ず
、
交
通
状
況

や
被
害
状
況
を
確
認
し
、
職
場
や
学
校

な
ど
に
と
ど
ま
り
、
情
報
を
収
集
す
る

な
ど
適
切
な
行
動
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。
状
況
が
落
ち
着
き
、
徒
歩
で
帰
る

と
き
は
、
下
の
表
示
の
あ
る
災
害
時
帰

宅
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
水
や
ト
イ

レ
な
ど
の
支
援
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
日

頃
か
ら
帰
路
や
支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

場
所
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

 

（
危
機
管
理
課
・
消
防
本
部
警
防
課
）

清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
測
定
結
果
は
基
準
値
以
下

　

清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
測
定
結
果
は
次
の
と
お

り
で
、
い
ず
れ
も
国
の
基
準
値
を
下
回
り
ま
し
た
。
お
問
い
合
わ
せ
は
、

清
掃
セ
ン
タ
ー
（
４
８
３
）４
５
２
１
へ
。

測　

定　

日

測　

定　

結　

果

基　

準　

値

１
号
炉
排
ガ
ス

元
年
８
月
７
日

０
．
０
２
１
ng

５
ng

２
号
炉
排
ガ
ス

元
年
８
月
28
日

０
．
０
１
６
ng

３
号
炉
排
ガ
ス

元
年
９
月
12
日

０
．
０
０
０
２
２
ng

０
．
１
ng

※
１
ng(

ナ
ノ
グ
ラ
ム)

は
、
10
億
分
の
１
ｇ

▲マチイロ▲ガソリンスタンド▲コンビニエンスストアなど

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱されたボランティ
アです。地域の皆さんの良き相談相手として大切な役割を担ってい
ます。少子化や核家族化が進み、地域のつながりが薄くなりつつあ
る中で、民生委員の役割はますます重要になっています。

　市内では10地区に226人（２年1月末現在）の民生委員・児童委員が、それぞれ担当する地区の皆さんの身近な相談相手として活動しています。高齢者、障害者を持つ人への医療・介護などの相談を受けています。また、行政の各種機関につなぐことや、福祉サービスの紹介なども行っています。　主任児童委員は、子どもや子育
てを専門に活動しています。

市内では226人の民生委員・児童委員が活動しています

　私たち民生委員・児童
委員には、一般の公

務員と同様に守秘義務が
あります。皆さんの

相談内容が関係者以外に
漏れる

ことはありません。

安心して相談して

ください。

守秘義務があります
安心して相談してください

お問い合わせは
健康福祉課　 483-1151（代表）へ

社会福祉協議会

地域包括支援センター

地域子育て支援センター

学　校 自治会 

社会福祉協議会 

日頃の声かけ・見守りを大切にしています。身近な心配ごとなどを相談してください。

市役所長寿支援課／生活支援課
障害者支援課／子育て支援課
福祉総合相談室　など

民生委員・児童委員 主任児童委員

児童相談所 警　察 支　会 

こんな時
、声をかけてください！

私たち
は、皆さんと

各種機関への橋渡しをしています‼

　民生委員・児童委員は、
顔写真付き「民生委員・

児童委員証」を
携帯しています。
相談するときな
どは確認してく
ださい。

八千代 花子
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